
●統合更新賃貸借契約書は別紙の営業資料を参照
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通報装置を設置した翌月から定額業務料を支払

通報装置を設置した翌月から定額業務料を支払

通報装置を設置した翌月から撤去した当月まで月額
賃借料を支払、また通報装置に関する各種工事料
は施工した翌月に支払

通報装置を設置した翌月から定  額業務料を支払

通報装置を設置した翌月から定  額業務料を支払

通報装置を設置した翌月から撤	 去した当月まで
月額賃借料を支払、また通報装	 置に関する各種工
事料は施工した翌月に支払

2年度4月契約分の月額賃借料を支払

●1年度分の請求代金を支払

3年度4月契約分の月額賃借料を支払

●2年度分の請求代金を支払

4年度4月契約分の月額賃借料を支払

●3年度分の請求代金を支払

通報装置を設置した翌月から定額業務料を支払

通報装置を設置した翌月から定額業務料を支払

通報装置を設置した翌月から撤去した当
月まで月額賃借料を支払、また通報装置に
関する各種工事料は施工した翌月に支払

通報装置を設置した翌月
から定額業務料を支払

通報装置を設置した翌月
から定額業務料を支払

通報装置を設置した翌月
から撤去した当月まで月
額賃借料を支払、また通
報装置に関する各種工事
料は施工した翌月に支払
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最も合理的で経済 的な契約・支払形態

１年度（4月1日）

１年度（4月1日）

１年度（4月1日）

１年度内に設置し
た通報装置の賃借
料は不要

１年度内に設置し
た通報装置の代金
は不要

１年度内に設置し
た通報装置の賃貸
借契約を締結

１年度内に設置し
た通報装置の代金
を4月末日付で請求

１年度内、必要に応
じて随時に通報装
置を設置

１年度内、必要に応
じて随時に通報装
置を設置

１年度内、必要に応
じて随時に通報装
置を設置

１年度内

１年度内

１年度内

2年度（4月1日）

2年度（4月1日）

2年度（4月1日）

２年度内に設置し
た通報装置の賃借
料は不要

２年度内に設置し
た通報装置の代金
は不要

1〜 2年度内に設置
した通報装置の統
合更新賃貸借契約
を締結

２年度内に設置し
た通報装置の代金
を４月末日付で請求

２年度内、必要に応
じて随時に通報装
置を設置

２年度内、必要に応
じて随時に通報装
置を設置

２年度内、必要に応
じて随時に通報装
置を設置

２年度内

２年度内

２年度内

３年度（4月1日）

３年度（4月1日）

３年度（4月1日）

３年度内に設置し
た通報装置の賃借
料は不要

３年度内に設置し
た通報装置の代金
は不要

1 〜 3年 度 内に設
置した通報装置の
統合更新賃貸借契
約を締結

３年度内に設置し
た通報装置の代金
を4月末日付で請求

３年度内、必要に応
じて随時に通報装
置を設置

３年度内、必要に応
じて随時に通報装
置を設置

３年度内、必要に応
じて随時に通報装
置を設置

４年度内、必要に応
じて随時に通報装
置を設置

４年度内、必要に応
じて随時に通報装
置を設置

４年度内、必要に応
じて随時に通報装
置を設置

３年度内

３年度内

３年度内

４年度（4月1日）

４年度（4月1日）

４年度（4月1日）

４年度〜満了年度内

４年度内

４年度内

満了年度（3月31日）


